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労働組合対応、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決！

Ｖｏｌ.３７  弁護士 向井 蘭
狩野・岡・向井法律事務所

東京都千代田区麹町4-2-6第二泉商事ﾋﾞﾙ8階

★休職に関するグレーゾーン対応（２） 

休職期間満了にあたり、休職中の従業員の

主治医が復職可能であると診断書に記載し

た。主治医に面会を求めることはプライバ

シーを侵害することになり違法か？ 

本人の同意がなく主治医に面談すれば確

かにプライバシー侵害に当たるかもしれま

せん。しかし、本人の同意を得るか本人同

席で主治医に面談することはプライバシー

を侵害することにはあたりません。 

本人が同意しない場合や本人が同席しな

いと言った場合はどうするべきでしょう

か？ 

もちろん無理に本人の意思に反して主治

医に面談することは得策では有りません。

そもそも本人の同意がないと主治医は面談

しないことが多いはずです。この様な場合

は、主治医との面談に同意しない理由を文

書で述べてもらい、合理的理由がない場合

は診断書に信用性がないと扱わざるを得ま

せん。その場合は、次に会社の指定する医

療機関の診断を受けるように命じます。こ

れすらも合理的な理由なく拒否する場合は、

就労が果たして可能なのか疑問が残り、休

職期間満了で退職してもらうか休職期間を

延長するか決断せざるを得ません。 

主治医との面談では何を聞けばよいか？ 

まず会社の業務内容を説明します。休職

中の社員の業務内容も説明します。主治医

が業務内容を知らない場合が多いからです。

例えば診断書に「軽作業であれば復職可能

である」と記載している場合でも、そもそ

も会社に「軽作業」の業務がない場合も有

り得ます。主治医がよく事情をわからず診

断書を記載しているのはよくあることです。 

次に会社として復職後、何を気をつける

か具体的に聞きます。残業をさせてはいけ

ないのか、具体的にどの様な業務に従事し

てはいけないのか、会社が復職後担当させ

ようとしている業務を伝え、会社が従事さ

せようとしている業務でかまわないか？具

体的に聞きます。専門家である医師の発言

は重要であり、発言内容は復職後の会社が

行うべき具体的な安全配慮義務の内容の一

部となります。 

次に休職中の社員が服用している薬の種

類、一日当たりの分量を聞きます。処方す

る薬には医師の本音が出るものです。薬の

名前でホームページを検索すれば、どのよ

うな症状に用いる薬なのかがわかります。

主治医が休職中の社員の体調は安定してい

るといいながら、必ずしもその発言と合致

する薬を処方しているとは限りません。次

にいつから通院しているのかも聞きます。

入社前から通院している場合も有りますし、

病院を転々としている場合も有ります。今

後の労務管理を行う上で参考になります。 
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